
【オンライン申請方法】
原動機付自転車等の登録抹消

１ 対象車両
原動機付自転車および小型特殊自動車
※対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります。

３ オンライン申請の流れ
① 専用フォームにアクセスし、必要な情報を入力・送信する
② 入力内容確認メールが届く（入力内容について、届出者へ電話確認を行う場合があります。）
③ ナンバープレートを郵送で返却する（郵送費は自己負担です。）。
④ 手続き完了の通知メールが届く
⑤ 軽自動車税（種別割）納税義務消滅申告書受付書（以下、廃車申告受付書といいます。）が

手元に届く

名古屋市
(R７.11~)

●本市公式ウェブサイト（ページ番号:1040299）の抜粋 ●二次元コード

５ 専用フォームにおける入力の流れ
画面遷移に従って入力を行います。
以下に示す入力情報は、一例です。

[手順１] 専用フォームへアクセス
本市公式ウェブサイト（ページ番号:1040299）のバナーを押下する または 下の二次元

コードをスマートフォンで読み込んで専用フォームにアクセスしてください。

添付

ファイル添付条件表示

（補足）オブジェクトの意味

画面遷移

バナーを押下すると
専用フォームに
遷移します。

☆重要☆ 原則、登録抹消日（納税義務消滅年月日）は、ナンバープレートを返却した日（消印日）になります。

４ ナンバープレートの返却について
手続き後、すみやかに郵送で返却してください（ナット等は返却不要）。申請の翌日から起算し

て7日間経っても返却が確認できない場合、登録抹消の手続きは完了しません（盗難等を除く）。

※封筒の表に「オンライン申請済みナンバープレート」と書いてください。
※お手元に封筒がない場合は、本資料の最終ページ（封筒展開図）を印刷しご利用ください。

【郵送先】〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号
金山市税事務所 徴収課（軽自動車税担当） 行

１

２ オンライン申請で必要なもの
・スマートフォンまたはパソコン
・本人確認書類※（運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面など）

※納税義務者以外の方が申請する場合は、申請者に加えて所有者・使用者の本人確認書類も必要です。

・クレジットカード（Visa/ JCB/ Master Card/ American Express/ Diners Club）
・その他の添付資料（抹消理由により異なるため、本資料の ５ ページを参照してください。）



[手順２] ログイン及び利用規約の確認
「新規登録またはログインして申請」を選択し、ログインします。
確認メール等は、ログイン時に入力したメールアドレスに送信されるので、入力したメー

ルアドレスを忘れないようにしてください。
なお、ＬＩＮＥでログインした場合は、ＬＩＮＥアカウントの登録に用いたメールアドレ

スに通知メール等が送信されます。

２

●利用規約について
利用規約に同意した上で、

チェックしてください。

●ログイン方法について
システム提供元のQAを参照してください。
右記の二次元コードから株式会社グラファー

のサイトにアクセスすることができます。



●仕事として手続きを行う方へ
「業務による申告（法人・業者の
業務）」を選択し、法人・業者
の情報を入力します。

[手順３] 申請者（入力を行う方）情報の入力

添付

●添付方法について
あらかじめ端末に保存された

画像を添付します。
また、スマートフォンで入力

する場合は、フォーム内でカメ
ラアプリを立ち上げて撮影した
画像を添付することもできます。

（次のページへ）

●住所の入力について
自動入力機能により郵便番号

から町名等までは反映されます
が、「～丁目～番地」について
は、自身で入力します。

マンションにお住まいの場合
は、マンション名・部屋番号の
入力を忘れないようご注意くだ
さい。

３



[手順４] 確認事項

次のページの【Ａ】へ
進んでください。

次のページの【Ｂ】へ
進んでください。

次のページの【Ｃ】へ
進んでください。

理由の説明理由

車両を廃棄処分（スクラップ廃車）する場合に選択する理由です。
ただし、名古屋市ナンバーに限ります（他市区町村ナンバーの車両の
登録抹消はできません）。
※軽自動車税（種別割）は車両を所有している人に課税されるため、
「一時的に使用しない」ことによる登録抹消はできません。

廃棄

他者への車両の譲渡に伴い、登録を抹消する場合に選択する理由です。
なお、軽自動車税（種別割）は、4月1日（賦課期日）に軽自動車等
を所有している人に課税されるため、4月1日に所有者であれば、た
とえ4月2日以降に他人へ譲り渡してもその年度分の納税義務を負う
ことになります。

譲渡

名古屋市から他市町村への転出に伴い、定置場（主に駐車する場所）
が名古屋市以外となる場合に選択する理由です。
名古屋市での課税登録を抹消し、転出先市区町村で新たに課税登録を
行う必要があります。

転出

車両を盗まれたことにより登録抹消する場合に選択する理由です。
警察が盗難届を受理した場合に限ります。
※盗難届の受理日を登録抹消日とします。
※実際は盗難にあった場合でも警察へ盗難届を提出していない場合は、
「紛失」を選択してください。

盗難

車両を失くしたことにより登録抹消する場合に選択する理由です。
※フォームから申請した日を登録抹消日とします。
※廃棄時等にナンバープレートを紛失した場合は、「廃棄」を選択し
てください。

紛失

●抹消事由について
該当する理由を選択してください。

４

[手順５] 抹消理由の入力



【Ａ】廃棄・譲渡・転出

【B】盗難

●ナンバープレートの返却について
手続き後、すみやかに以下の住所に郵送してください。

〒460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号
金山市税事務所 徴収課 （軽自動車税担当）行

添付

●「犯罪事件受理番号」
「連絡票」※に記載されてい
る情報（届出年月日、届出
警察、犯罪事件受理番
号））を入力してください。

連絡票を紛失した場合、
手続きを行った警察署で情
報を確認し、その項目を入
力してください。その場合、
連絡票の画像添付は必要あ
りません。

※「連絡票」は、盗難届が
受理された際に警察署で
受け取るものです。

●添付
なし（添付が必要な資料はありません。）

●添付（任意）
連絡票 【C】紛失

※車両を紛失した状況を
入力してください。

●添付
なし

●返却できない場合
ナンバープレートの返却ができない
場合は、「紛失したため返却できな
い」を選択しナンバープレートを紛
失した状況等を入力してください。

５



（つづく↓）

[手順６] 車両の情報の入力

●ナンバープレートの番号の入力について

「名古屋市 ん ・７５８」の場合
⇒「ん７５８」と入力してください。

「名古屋市 中ん・７５８」の場合
⇒「中ん７５８」と入力してください。

６

（つづき↓）



●代理で申請する場合

( 省 略 )

[手順７] 所有者および使用者情報の入力

所有者について申請者と異な
る場合は、「異なる」を選択し
所有者の情報を入力します。

また、その場合は、所有者の
同意確認として本人確認書類の
添付が必要になります。

なお、使用者についても同じ
です。

[手順８] 廃車申告受付書の送付先の選択

「業務による申告（法人・業者の業
務）」を選択した場合（手順３を参
照）は、右に示す入力フォームが表
示されます。

７



[手順８‘] ナンバープレート返却時の送付先について
※抹消事由「廃棄」・「譲渡」・「転出」のいずれかを選択した場合に表示されます。

８

[手順９] 郵送料の支払い
支払方法は、クレジットカード決済による一括支払いのみです。
※申請者が法人または業者で適格請求書が必要な場合は、別途、金山市税事務所徴収課へ

お申し出ください（登録フォーム中には申請箇所はありません）。

クレジットカードの情報
を入力します。

（つづき↓）

【送付先】

〒460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号
金山市税事務所 徴収課

（軽自動車税担当）行

※お手元に封筒がない場合は、本資料の最終
ページ（封筒展開図）を印刷してご利用く
ださい。

（つづく↓）



[手順10] 最終確認
入力内容の確認を行いデータを送信すると、申請完了画面に遷移します。

(省略)

●通知メール
入力を終えデータを送信すると、ログインで使用したメー

ルアドレスに確認メールが届きます。送信内容に誤りがあっ
た場合は、金山市税事務所の軽自動車税担当（052-324-
9803）へ連絡してください。

また、入力内容に不備があった場合、修正を依頼する通知
メールを送信します。発送通知が届くまでは、受信するメー
ルに注意してください。

なお、通知メールは、送信専用アドレスです。返信いただ
いても受信できかねます。

●入力データの送信
「この内容で申請する」を押下すると、入力内容が名古屋

市へ送信されます。
最短で、翌日には内容の審査を開始します（土日祝日を除

きます。）。

９



担当 金山市税事務所徴収課（軽自動車税担当）
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号（名鉄正木第一ビル）
電話番号:（052）324-9803
メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

※電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。
お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。

※電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から
午後5時15分まで受け付けています。
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名古屋市のオンライン申請についてのお問い合わせ先




